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●農地の利用意向調査について

中学校３年生の皆さんへ 陸上自衛隊 高等工科学校生徒募集
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●遊休農地の課税強化について

●非農地通知の発送について

●耕作放棄地再生利用の交付金の申請について
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認 知 症 対 応 型 介 護 保 険 施 設

豊かな緑に包まれた環境で、
安心と安らぎのある介護
サービスを提供いたします

自然豊かな涸沼の湖畔で、
ふれあいがあり、温もりが
ある介護サービスを提供い
たします
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茨城町中石崎 159-1  ☎029-240-8117 （担当 小柴） 茨城町中石崎 1055 ☎ 029-240-8321 （担当 久保田）
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●農地の利用意向調査につい●農地の利用意向調査についてて
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高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて各種技術の専門教育防衛基礎学等を学びます。(全寮制)
・受付時期　推薦採用　：平成28年11月１日（火）～平成28年12月２日（金）
　　　　　　一般採用　：平成28年11月１日（火）～平成29年 １月６日（金）
・応募資格　中学校卒業（見込含）で平成29年４月１日現在15歳以上17歳未満の男子
・試　験　日　推薦採用　：平成29年１月７日（土）～９日（月）の指定する１日
　　　　　　一般採用　：第１次　平成29年１月21日（土）
※自衛官候補生（男子）通年募集中
【問合せ先】　自衛隊茨城地方協力本部　水戸募集案内所　☎０２９－２２６－９２９４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　 hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　: http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

 茨城町町長公室町民協働課　☎０２９－２９１－８８０２（直通）

中学校３年生の皆さんへ 陸上自衛隊 高等工科学校生徒募中学校３年生の皆さんへ　陸上自衛隊　高等工科学校生徒募集集

　農業委員会では、毎年農地のパトロールを実施し、農地の利用状況を確認しています。パトロールの結果新たに判
明した、遊休農地や今後の利用が難しいと思われる農地については、今後の利用意向を確認するための農地利用意向
調査書を所有者へ発送します。この調査は、農地利用の最適化を進めていくうえで重要な調査となりますので、必ず
ご回答ください。
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　上記の利用意向調査において、未回答の場合や、「自ら耕作する」または「他人に貸し付ける」と回答し、回答し
た意向通りに利用されていない（遊休農地が解消されていない）場合には、課税強化の対象となります。
　（※「農地中間管理機構を活用する」と回答したもの、及び、今回土地改良事業により遊休農地が解消される農地
については課税強化の対象となりません）

●遊休農地の課税強化につい●遊休農地の課税強化についてて

　農地パトロールの結果、自然荒廃により現況が山林化し、農地への復元が困難と判断される土地には、非農地通知
を発送します。非農地通知が発出された農地は今後非農地として扱いますが、登記簿地目を変更するためには、所有
者において法務局への地目変更登記申請を行う必要があります。非農地通知は地目変更登記の際の根拠書類として
必要になります。通知が届いた場合にはお早めに地目変更の手続きをお願いします。
　非農地の判定に異議がありましたら、農業委員会事務局までご連絡ください。

●非農地通知の発送につい●非農地通知の発送についてて

●耕作放棄地再生利用の交付金の申請につい●耕作放棄地再生利用の交付金の申請についてて
　下記の要件を全て満たす耕作放棄地について、荒廃を解消し、所有者に代わって耕作を再開する場合には、農地の
再生作業について10ａあたり5万円等の交付金を申請できます。今年度事業の交付金の申請を検討されている方は
お早めにご相談ください。
申請期限：平成28年12月16日（金）
要件：①申請地が農業振興区域内の農用地である。
　　　②農業委員会で再生利用が見込める耕作放棄地として判定されている。
　　　③再生作業に係る経費が10ａあたり10万円以上の金額が見込まれる。
　　　④土地所有者による申請でなく、所有者に代わり再生作業をする者による申請である。
　　　⑤申請者が再生農地を5年間以上耕作する。
　　　⑥申請時に未着手であり、交付決定後、事業年度内（3月末まで）に工事完了できる。
　助成金の交付は、申請内容の審査を行ったうえで決定されます。また、助成金は県の予算をもとに交付されるため、
場合によっては交付されないことがあります。ご了承ください。
　詳しくは農業委員会事務局までお問合せください。

【問合せ先】　農業委員会事務局　☎ ０２９－２４０－７１１７（直通）


